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　市立図書館と各分館、こども図書館では
東日本大震災の避難者に、本やＣＤ・ビデ
オなどが借りられる利用カードを交付して
います。各図書館の窓口で東日本大震災の
避難者であることを伝えてください。被災
地の住所や本人を証明する書類は不要です。
手続きには現在住んでいる住所と電話番号
が必要です。
対象＝東日本大震災の避難者で、現在本市
に住んでいる人
問市立図書館☎224-4311へ

　

５
月
17
日
㈫
か
ら
就
労
相
談
を
行

い
ま
す
。

日
時
＝
火
〜
土
曜
、
午
前
10
時
〜
午

後
５
時
（
祝
日
を
除
く
）

会
場
＝
前
橋
テ
ル
サ

問
前
橋
振
興
公
社
☎
２
３
５
―
７
１

０
２
へ

　

５
月
23
日
㈪
か
ら
27
日
㈮
ま
で
、

建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
届
け
出
を
促

進
す
る
た
め
、
解
体
工
事
現
場
を
パ

ト
ロ
ー
ル
し
ま
す
。
解
体
す
る
建
築

物
の
面
積
が
80
平
方
㍍
以
上
の
と
き

な
ど
は
、
着
工
前
に
必
ず
届
け
出
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
建
築
指
導
課
☎
８
９
８
―
６
７
５

２
へ

　

幅
が
４
㍍
未
満
の
道
路
は
、
中
心

か
ら
２
㍍
、
水
路
な
ど
が
あ
る
場
合

は
一
方
向
に
４
㍍
の
線
を
道
路
の
境

界
線
と
み
な
し
ま
す
。
こ
れ
を
後
退

道
路
と
い
い
、
建
築
物
の
新
増
改
築

を
す
る
場
合
、
建
築
物
や
付
属
す
る

門
な
ど
を
後
退
道
路
に
突
き
出
し
て

造
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
後
退
部

分
の
土
地
を
市
に
寄
付
か
無
償
貸
与

す
る
場
合
は
、
市
が
整
備
を
行
い
一

般
の
通
行
に
利
用
。
寄
付
の
場
合
は

一
部
を
除
き
、
測
量
・
分
筆
・
登
記

を
市
が
行
い
奨
励
金
を
交
付
し
ま
す
。

問
建
築
指
導
課
☎
８
９
８
―
６
７
５

２
へ

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築

物
と
建
築
設
備
の
所
有
者
は
６
月
１

日
㈬
か
ら
７
月
29
日
㈮
ま
で
に
市
へ

定
期
報
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

□
対
象
建
築
物
と
設
備

　

地
階
か
３
階
以
上
の
階
で
、
①
劇

場
、
映
画
館
、
演
芸
場
で
１
０
０
平

方
㍍
を
超
え
る
。
ま
た
は
、
客
席
部

分
の
床
面
積
の
合
計
が
２
０
０
平
方

㍍
以
上
か
主
階
が
１
階
で
な
い
②
病

院
や
患
者
の
収
容
施
設
が
あ
る
診
療

所
、
老
人
ホ
ー
ム
、
児
童
福
祉
施
設

な
ど
で
１
０
０
平
方
㍍
を
超
え
る
。

ま
た
は
、
２
階
部
分
の
床
面
積
の
合

計
が
３
０
０
平
方
㍍
以
上
か
床
面
積

の
合
計
が
１
，
０
０
０
平
方
㍍
以
上

③
博
物
館
、
美
術
館
、
図
書
館
、
ボ

ウ
リ
ン
グ
場
、
ス
キ
ー
場
、
ス
ケ
ー

ト
場
、
水
泳
場
、
ス
ポ
ー
ツ
練
習
場

で
１
０
０
平
方
㍍
を
超
え
る
。
ま
た

は
、
床
面
積
の
合
計
が
２
，
０
０
０

平
方
㍍
以
上
④
百
貨
店
や
マ
ー
ケ
ッ

ト
、
展
示
場
、
キ
ャ
バ
レ
ー
、
カ
フ

ェ
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
、
バ
ー
、
ダ
ン

ス
ホ
ー
ル
、
遊
技
場
、
公
衆
浴
場
、

料
理
店
、
飲
食
店
、
物
品
販
売
業
を

営
む
店
舗
で
１
０
０
平
方
㍍
を
超
え

る
。
ま
た
は
、
２
階
部
分
の
床
面
積

の
合
計
が
５
０
０
平
方
㍍
以
上
か
床

面
積
の
合
計
が
１
，
０
０
０
平
方
㍍

以
上
。

問
建
築
指
導
課
☎
８
９
８
―
６
７
５

２
へ

　

Ｊ
Ａ
グ
ル
ー
プ
は
、
ホ
ウ
レ
ン
ソ

ウ
と
カ
キ
ナ
生
産
者
の
被
害
を
取
り

ま
と
め
、
東
京
電
力
に
損
害
賠
償
請

求
を
行
い
ま
す
。
Ｊ
Ａ
出
荷
以
外
の

農
業
者
に
つ
い
て
は
本
市
で
取
り
ま

と
め
を
行
い
ま
す
。
５
月
31
日
㈫
ま

で
に
農
林
課
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
同
課
☎
８
９
８
―
６
７
０
４
へ

　

下
増
田
町
に
計
画
し
て
い
る
新
清

掃
工
場
の
都
市
計
画
決
定
に
向
け
て

の
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
①
５
月
23
日
㈪
②
５
月
24
日

㈫
③
５
月
27
日
㈮
④
５
月
30
日
㈪
、

午
後
７
時

会
場
＝
①
は
下
増
田
町
研
修
セ
ン
タ

ー
②
は
城
南
公
民
館
③
は
三
郷
公
民

館
（
伊
勢
崎
市
波
志
江
町
）
④
は
宮

郷
公
民
館
（
同
市
田
中
島
町
）

問
都
市
計
画
課
☎
８
９
８
―
６
９
４

４
へ

　

ロ
ー
ズ
タ
ウ
ン
住
宅
団
地
の
土
地

利
用
計
画
の
見
直
し
に
伴
い
、
富
田

地
区
の
都
市
計
画
案
変
更
の
縦
覧
を

実
施
。

●
用
途
地
域
の
変
更

　

右
表
の
と
お
り
。

●
地
区
計
画
の
変
更

　

地
区
の
細
区
分
や
建
築
物
の
用
途

の
制
限
な
ど
を
変
更
。

●
都
市
計
画
公
園
の
変
更

　

ロ
ー
ズ
タ
ウ
ン
中
央
公
園
の
位
置

を
変
更
。

縦
覧
期
間
＝
５
月
23
日
㈪
〜
６
月
６

日
㈪
ま
で
の
執
務
時
間
内

会
場
＝
市
役
所
都
市
計
画
課

意
見
書
の
提
出
＝
こ
の
案
に
意
見
の

あ
る
人
は
縦
覧
期
間
中
に
、
住
所
・

氏
名
・
意
見
書
を
市
役
所
都
市
計
画

課
へ
郵
送
か
直
接

問
同
課
☎
８
９
８
―
６
９
４
３
へ

　

卒
園
し
た
幼
稚
園
で
児
童
の
預
か

り
を
行
い
ま
す
。
両
親
が
共
働
き
な

ど
で
夏
休
み
期
間
中
に
面
倒
を
見
て

く
れ
る
人
が
い
な
い
児
童
が
対
象
で

す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

施
設
名
・
所
在
地
な
ど
＝
〈
わ
か
く

さ
幼
稚
園
〉
嶺
町
☎
２
６
４
│
０
６

０
０
〈
鈴
蘭
幼
稚
園
〉
元
総
社
町
☎

２
５
１
│
２
１
８
０〈
江
木
幼
稚
園
〉

堤
町
☎
２
６
９
│
０
８
０
９
〈
二
子

山
幼
稚
園
〉
朝
倉
町
☎
２
６
３
│
２

２
３
３
〈
ひ
ろ
せ
幼
稚
園
〉
広
瀬
町

☎
２
６
３
│
１
５
７
１
〈
明
和
幼
稚

園
〉
勝
沢
町
☎
２
６
９
│
７
０
４
１

〈
木
の
実
幼
稚
園
〉
粕
川
町
室
沢
☎

２
８
５
│
４
８
３
２
〈
富
士
見
幼
稚

園
〉
富
士
見
町
時
沢
☎
２
８
８
│
５

９
９
５
〈
石
井
幼
稚
園
〉
富
士
見
町

石
井
☎
２
８
８
│
３
５
３
１

対
象
＝
小
１
〜
小
３

申
各
幼
稚
園
へ

　

５
月
25
日
㈬
か
ら
31
日
㈫
ま
で
、

蔵
書
整
理
の
た
め
市
立
図
書
館
は
休

館
。
期
間
中
は
移
動
図
書
館
ひ
ろ
せ

号
も
運
休
。
こ
ど
も
図
書
館
と
各
分

館
は
通
常
ど
お
り
で
す
。

問
市
立
図
書
館
☎
２
２
４
―
４
３
１

１
へ

　

子
ど
も
手
当
の
支
給
が
９
月
ま
で

延
長
さ
れ
ま
す
。
６
月
に
現
況
届
を

提
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

対
象
＝
市
内
在
住
で
、
中
学
生
ま
で

の
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
人

支
給
金
額
＝
１
人
当
た
り
月
額
１
万

３
，
０
０
０
円

支
給
月
＝
〈
２
〜
５
月
分
〉
６
月

〈
６
〜
９
月
分
〉
10
月

問
こ
ど
も
課
☎
２
２
０
―
５
７
０
１

へ
　

６
月
５
日
㈰
か
ら
11
日
㈯
ま
で
全

国
で
「
危
険
物
安
全
週
間
」を
実
施
。

わ
た
し
た
ち
の
身
近
に
あ
る
灯
油
や

塗
料
、
て
ん
ぷ
ら
油
な
ど
の
危
険
物

は
、
取
り
扱
い
を
誤
る
と
火
災
な
ど

の
事
故
を
引
き
起
こ
す
原
因
に
。
事

故
を
防
ぐ
た
め
次
の
こ
と
を
守
っ
て

く
だ
さ
い
。
①
家
庭
内
で
は
危
険
物

の
正
し
い
取
扱
方
法
を
確
認
す
る
②

事
業
所
で
は
危
険
物
の
自
主
的
な
保

安
管
理
体
制
の
確
立
を
図
る
。

問
消
防
局
予
防
課
☎
２
２
０
―
４
５

０
９
へ

　

７
月
17
日
㈰
執
行
予
定
の
市
農
業

委
員
会
委
員
選
挙
に
、
立
候
補
を
予

定
し
て
い
る
人
へ
説
明
会
を
開
催
。

市
内
７
選
挙
区
か
ら
40
人
の
農
業
委

員
を
選
出
し
ま
す
。

日
時
＝
６
月
１
日
㈬
午
前
10
時

会
場
＝
Ｊ
Ａ
前
橋
市
本
所
（
富
田
町
）

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
☎
８
９

８
―
６
７
４
２
へ

□
医
療
費
の
お
知
ら
せ

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
加
入
者

と
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険

者
へ
医
療
費
を
通
知
し
ま
す
。

●
通
知
時
期

　

国
保
加
入
者
へ
は
１
回
目
を
６
月

上
旬
、
以
後
２
カ
月
ご
と
に
年
６
回

通
知
し
ま
す
。
後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者
へ
は
１
回
目
を
７
月
、
以
後

４
カ
月
ご
と
に
年
３
回
、
県
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
通
知
し
ま

す
。

●
通
知
内
容

　

国
保
加
入
者
に
は
受
診
者
の
世
帯

主
あ
て
に
、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
に
は
受
診
者
一
人
一
人
に
、
医

療
機
関
な
ど
の
名
称
、
診
療
年
月
、

診
療
区
分
、
日
数
、
医
療
費
の
総
額

を
通
知
し
ま
す
。

□
保
険
証
な
ど
の
提
示
を
忘
れ
ず
に

　

保
険
診
療
を
受
け
る
と
き
は
、
必

ず
そ
れ
ぞ
れ
の
被
保
険
者
証
（
保
険

証
）
を
医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。（
前
期
高
齢
者
は
高

齢
受
給
者
証
も
提
示
）

□
転
入
・
転
出
し
た
と
き
な
ど
は
届

け
出
を

　

国
保
加
入
者
と
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
で
、
次
の
場
合
は
被
保
険

者
証
と
印
鑑
を
持
っ
て
市
役
所
国
民

健
康
保
険
課
へ
早
め
に
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
①
〜
③
は
各
支
所

で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

①
転
入
し
た
と
き
。

②
転
出
・
転
居
す
る
と
き
。

③
死
亡
し
た
と
き
。

④
交
通
事
故
で
治
療
を
受
け
た
と
き

（
交
通
事
故
証
明
書
を
用
意
）。

問
国
保
に
つ
い
て
は
国
民
健
康
保
険

課
☎
８
９
８
│
６
２
４
９
へ
、
後
期

高
齢
者
医
療
に
つ
い
て
は
同
課
☎
８

９
８
│
６
２
５
３
、
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
☎
２
５
６
│
７
１
７

１
へ

　「訪ねてみたくなるまち前橋」の実現を
目指し、群馬デスティネーションキャンペ
ーンの目玉として、まえばし赤城山ヒルク
ライム大会を９月11日に開催します。こ
の大会は、特色あるコース設定と初秋の赤
城山の景色が楽しめ、市民と参加者が１つ
となる、本市を代表するようなイベントに
していきたいと思っています。実行委員の
皆さんには、大会の成功に向け、今後とも
協力していただきますようお願いします。

みんなの力で
成功させよう

（４月25日・まえばし赤城山ヒルクライム大会実行委員会）

夏
休
み
の
児
童
を

幼
稚
園
で
預
か
り
ま
す

子
ど
も
手
当
の
支
給
を

９
月
ま
で
延
長

農
業
委
員
候
補
者
に

説
明
会
を
開
催

医
療
費
の
総
額
な
ど

該
当
者
へ
通
知
し
ま
す

身
近
な
危
険
物

正
し
い
取
り
扱
い
を

蔵
書
整
理
の
た
め

１
週
間
休
館
に

富田地区用途地域の変更

面積（ha） 変更前
（容積率/建ぺい率）

変更後
（容積率/建ぺい率） 位置

約2.1 第一種低層住居
専用地域
（80／40）

第一種住居地域
（200／60）

堤町、江木町、
富田町の各一
部

約17.2
準工業地域
（200／60）約2.9 第一種住居地域

（200／60）

本市への避難者に本などを貸し出します

気
軽
に
立
ち
寄
れ
る

就
労
相
談
を
実
施

解
体
工
事
現
場
を

パ
ト
ロ
ー
ル
し
ま
す

後
退
道
路
の
土
地
は

利
用
制
限
が
あ
り
ま
す

特
殊
建
築
物
や
設
備

定
期
報
告
を
忘
れ
ず
に

地
元
で
説
明
し
ま
す

清
掃
工
場
の
都
市
計
画

原
発
事
故
の
損
害
賠
償

取
り
ま
と
め
て
請
求

都
市
計
画
の
変
更
で

縦
覧
を
行
い
ま
す

お
知
ら
せ

■人口/34万3,882人 ■男：16万8,034人 ■女：17万5,848人 ■世帯/14万135世帯 ■平成23年４月末日現在

広報まえばし　平成23年５月15日号 12市役所　〒371-8601大手町二丁目12-1　☎224-111113

こんにちは
市長です


